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船舶事故調査報告書 

 

令和８年１月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

委   員  上 野 道 雄 

委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年１２月１３日 １２時１９分頃 

発生場所 三重県鳥羽市神島北西方沖 

神島港北防波堤灯台から真方位３０８°１.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３３.７′ 東経１３６°５７.５′） 

事故の概要  漁船まるや丸は、南西進中、また、プレジャーボート第２ 渚
なぎさ

丸

は、船首を北北西方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

 まるや丸は、船首部外板に擦過傷を生じ、また、第２渚丸は、右舷

中央部外板等の破損を生じた。 

事故調査の経過  令和７年１月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 まるや丸、７.９トン 

ＭＥ２－６１３１（漁船登録番号）、個人所有 

   １５.４０ｍ（Lr）×３.７１ｍ×１.３０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４５０kＷ（動力漁船登録票による）、令和２

年９月２２日 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船（鳥羽磯部漁業協同組合答志支所提供） 

 

Ｂ プレジャーボート 第２渚丸、５トン未満 

２４０－４２２５１愛知、個人所有 

   ８.２９ｍ（Lr）×２.３５ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関（船内外機）、１３２.４kＷ、平成８年７月 

   （写真２ 参照） 
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写真２ Ｂ船（船長Ｂ提供） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５６年９月１１日 

    免許証交付日 令和４年５月１６日 

           （令和９年５月１９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６４歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２６年６月２６日 

    免許証交付日 令和６年６月２０日 

           （令和１１年６月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板等の破損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 北西流、水温 約

１７℃ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか２人（以下「乗組員Ａ１」及び「乗組員Ａ２」と

いう。）が乗り組み、はえ
．．

縄漁の目的で、令和６年１２月１３日０３

時００分頃鳥羽市答
とう

志
し

漁港を出航し、伊勢湾の漁場で‘はえ
．．

縄の投

縄’（以下「投縄」という。）を行った後、湾内の神島北西方沖の漁場

に移動した。 

船長Ａは、レーダー（１.５Ｍレンジ）、ＧＰＳプロッター等を作動

させ、神島北西方沖の漁場では、１本約１,８００ｍのはえ
．．

縄を４本

投縄する予定で、１１時３０分頃から１本目の投縄を極微速力前進で

南南東進しながら行い、１１時５０分頃から２本目の投縄、１２時 

０５分頃から３本目の投縄をいずれも極微速力前進で北東進しながら

行った。 

船長Ａは、３本目の投縄後、３本目の投縄開始場所の北側である４

本目の投縄開始場所に移動することとし、左舵を取ってＡ船を反転さ

せた。 

（図１ 参照） 
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図１ Ａ船の投縄状況図 

（①～④は、投縄の順を示している。） 

 

船長Ａは、操舵室中央にある舵輪の前に立って手動操舵で操船に当

たっており、４本目の投縄に入ろうと左舵を取る際に周囲を一見した

が、航行の支障となる他船は見掛けなかった。 

船長Ａは、ＧＰＳプロッター及び魚群探知機の画面で４本目の投縄

開始場所を見ることに意識を向け、船首方を見ないまま、約１３ノッ

トの対地速力でＡ船を南西進させた。 

Ａ船が４本目の投縄開始場所に向かう間、乗組員Ａ１及び乗組員Ａ２

は、後部甲板ではえ
．．

縄の針に餌をつける作業を行っていた。 

船長Ａは、操船中、１２時１９分頃突然衝撃を受けた。 

船長Ａは、直ちに主機クラッチレバーを中立の位置とした後、左舷

船首方にＢ船の船首部を、また、左舷側の海面に浮いている船長Ｂを

認め、Ｂ船と衝突したことに気付いた。 

船長Ａは、乗組員Ａ１と協力して船長ＢをＡ船の甲板上に引き揚

げ、船長Ｂに怪我
け が

のないことを確認した後１１８番通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りの目的で、０７時１０分頃

愛知県蒲郡市知
ち

柄
がら

漁港内の係留場所から出航した。船長Ｂは、０８時

３０分頃から神島周辺沖の釣り場で釣りを開始した。 

船長Ｂは、神島周辺沖を移動しながら釣りを行い、１２時００分頃

に神島北西方沖の釣り場に移動した後、Ｂ船の主機を運転させたま

ま、主機クラッチレバーを中立とし漂泊して釣りを行い、潮流に流さ

れては潮
しお

上
のぼ

り*1を繰り返していた。 

船長Ｂは、１５分間ほど釣りを行った頃、魚が釣れなくなったの

で、帰港することとした。 

 
*1 「潮上り」とは、漂泊中、潮流によって船体が流された際、潮流と反対の方向に船体を移動させることをいう。 

③ 

② 

① 
④ 

神島 

４本目の投縄開始場所 

三重県鳥羽市 
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船長Ｂは、左舷側中央部付近の甲板上に立ち、リールを巻き上げな

がら周囲を見渡した際、船首が北北西方に向いたＢ船の右舷方約  

３００ｍに東方からＢ船に向かって接近するＡ船を認めた。 

船長Ｂは、ふだん釣り場では航行中の船舶が漂泊中のＢ船を避けて

いたので、航行中のＡ船が漂泊中のＢ船を避けてくれると思い、エア

ホーンを鳴らすなどの注意喚起を行わず、釣り具の片付けを終えた後

もＡ船の様子を見ながら漂泊を続けていた。 

船長Ｂは、Ａ船が右舷方約１５０ｍになってもＢ船を避ける様子が

なく接近するので、船尾部甲板でＡ船に向かって両手を振った。 

船長Ｂは、Ａ船が避けてくれると思っていたが更に接近し、右舷方

約５０ｍとなって衝突の危険を感じ、今からでは操舵室に向かいＢ船

を移動させる時間はないと思い、船尾部右舷側に退避した後、海に飛

び込んだ。その直後、Ｂ船の右舷中央部とＡ船の船首部とが衝突し

た。 

船長Ｂは、着用していた救命胴衣が膨張し、防寒着を着ていたため

うまく泳げなかったが、Ａ船の乗組員が手を振っているように見えた

ので、泳いでＡ船に近づいたところ、Ａ船の甲板上に引き揚げられ

た。 

 船長Ａ及び乗組員Ａ１は、Ｂ船の船尾部が沈み、船首部だけが海面

上に出る状態であったので、Ｂ船が沈没しないようにロープでＡ船に

固定して巡視艇の到着を待った。巡視艇の到着後、船長Ｂは、巡視艇

で愛知県田原市伊良湖港へ搬送された。 

 Ｂ船はＡ船に固定していたロープが切れて沈没し、Ａ船は答志漁港

に帰航した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 (1) 船長Ａに関する情報 

船長Ａは、漁師としての経験が約４８年あった。 

本事故発生場所付近は、いつもの投縄場所であったので、船長

Ａにとって慣れた海域であった。 

(2) Ａ船の船首方の死角に関する情報 

Ａ船の船首方に見張りの支障となる死角はなかった。（写真３参

照） 
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写真３ Ａ船船首方の見通し状況（船長Ａ提供） 

 

(3) 船長Ａの見張りに関する情報 

船長Ａは、出航時にレーダーを作動させていたものの、慣れた

海域で、ふだんから主に目視で見張りを行っていた。 

船長Ａは、Ａ船が３本目の投縄中、極微速力前進している際に

目視で周囲の見張りを行っていたが、Ｂ船が本事故発生場所付近

で釣りを行っていることに気付かず、周囲に航行の支障となる他

船はいないと思っていた。 

(4) 船長Ｂに関する情報 

船長Ｂは、プレジャーボートの船長としての経験が１０年以上

あった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、神島北西方沖において南西進中、船長Ａが、船首方に航行

の支障となる他船はいないと思い、ＧＰＳプロッター等の画面で投縄

開始場所を見ることに意識を向け、船首方の見張りを行っていなかっ

たことから、船首方で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

船長Ａは、４本目の投縄に入ろうと左舵を取る際に周囲を一見し、

航行の支障となる他船を見掛けなかったことから、船首方に航行の支

障となる他船はいないと思ったものと考えられる。 

船長Ａは、レーダーを作動させていたものの、慣れた海域で目視に

頼った見張りを行っていたことに加えて、３本目の投縄の際、周囲に

他船を見掛けず左舵を取る際に周囲に航行の支障となる他船はいない

と思いながら一見したことから、船首方で漂泊中のＢ船に気付かな 

レーダー 

魚群探知機 

ＧＰＳプロッター 

潮流計 
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かった可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、神島北西方沖において、船首を北北西方に向けて漂泊中、

船長Ｂが、Ｂ船に向かって接近するＡ船を認めた際、航行中のＡ船が

漂泊中のＢ船を避けてくれると思い漂泊を続けたことから、Ｂ船を移

動させる時機を逸し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、ふだん釣り場では航行中の船舶が漂泊中のＢ船を避けて

いたことから、航行中のＡ船が漂泊中のＢ船を避けてくれると思った

ものと考えられる。 

船長Ｂが、Ｂ船に向かって接近するＡ船を認めた際に、エアホーン

を鳴らすなどして注意喚起を行っていれば、Ａ船がＢ船に気付いた可

能性があると考えられる。 

原因  本事故は、神島北西方沖において、Ａ船が投縄開始場所に向けて南

西進中、Ｂ船が船首を北北西方に向けて漂泊中、船長Ａが、船首方に

航行の支障となる他船はいないと思い、ＧＰＳプロッター等の画面を

見ることに意識を向け、船首方の見張りを行っていなかったため、Ｂ

船に気付かず、また、船長Ｂが、Ｂ船に向かって接近するＡ船を認め

た際、航行中のＡ船が漂泊中のＢ船を避けると思い、漂泊を続けたた

め、Ｂ船を移動させる時機を逸し、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、操船中、瞬間的な情報に基づいて周囲の状況

を臆断することなく、常時適切な見張りを行うこと。 

・小型船舶の船長は、漂泊中に接近する他船を認めた際、他船が自

船に気付かずに航行している場合があるので、他船が避けると思

わず、エアホーン等を使用して注意喚起を行ったり、余裕がある

時機に自船を移動させたりするなど、衝突を避けるための措置を

早めに採ること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県 

鳥羽市 三重県 

蒲郡市 
知柄漁港 

伊勢湾 

伊良湖港 

事故発生場所 

（令和６年１２月１３日 

１２時１９分頃発生） 

答志漁港 

神島 

田原市 

× 神島港北防波堤灯台 


